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この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。
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この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。
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財政課

総務課

市長室

総
務
部
長

経
営
戦
略

部　
　

長

印
刷
室

応接セット 副市長

市長
玄関企画課会議室会議室監査事務局

障
害
者
用

ト
イ
レ

消
費
生
活

セ
ン
タ
ー

女
性
用

ト
イ
レ

男
性
用

ト
イ
レ

農林課
建
設
経
済
部
長

建設課
（都市計画・市営住宅Ｇ）

まちづくり観光課

農業委員会

給
湯
室

市役所業務移転のお知らせ
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脱衣・浴室脱衣・浴室

１階 ２階

シルバー人材
センター

脱衣・浴室

社会福祉課
工作工房

デイ静養室

環　境
衛生課

デイサービス入口→

内　科
検診室

歯　科
検診室

健
康
づ
く
り
課

高
齢
福
祉
課

地
域
包
括
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉

協
議
会

会議室
・
倉　庫

待合室

講師・医師控室

中　庭
会計課

エレベーター税 務 課

保健医療課

市民課正面玄関→ 　　　↑
南側入口

在宅介護
支援センター
展示コーナー

多目的ホール

JR側入口

研修室

会議室１

会議室２ 会議室３

ホール

ボランティア
センター

保　健
指導室

吹抜

相談室３
政策参事官室

議　会
事務局

栄　養
指導室 厨房

大浴場
（男）

大浴場
（女）

湯上り
コーナー

健　康
増進室

小広間

大広間

受付

ホール

吹抜
図書

コーナー

子供プレー室

吹抜

ホール
エレベーター

エレベーター

エレベーター

議会図書室
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●土地・家屋価格等の縦覧について
○目的　ほかの土地や家屋の評価と比較して、自分の資
産の評価額が適正かどうかを確認するための制度。
　※目的外の縦覧はできません。
○場所　税務課窓口
○期間　４月１日（金）から５月３１日（火）までの午前８時
３０分から午後５時１５分まで。※ただし、土・日曜日及
び祝日等の閉庁日を除く。
○手数料　無料
○範囲　土地・家屋価格等縦覧帳簿に記載されたほかの
土地・家屋の評価額等。※個人情報保護のため所有者・
納税義務者名は記載されておりません。
○対象者　土地・家屋の納税者及び当該納税者の代理人
として委任状を提示した人。※土地の納税者は土地の

� �����������

縦覧帳簿、家屋の納税者は家屋の縦覧帳簿、両資産の
納税者は両方とも縦覧できます。
○持参するもの　納税者：納税通知書または運転免許証
等、本人の確認ができるもの。代理人：委任状

●固定資産課税台帳（名寄帳）の閲覧について
○閲覧場所　税務課窓口（総合福祉センター内）
○閲覧期間　本人資産に係る部分は常に閲覧できま
す。ただし、午前８時３０分から午後５時１５分まで。
（土・日曜日及び祝祭日等の閉庁日を除く。）
○閲覧範囲　固定資産税課税台帳及び名寄帳の記載事項。
○閲覧手数料　３００円。ただし、縦覧期間（４月１日
（金）～５月３１日（火））は無料。
○閲覧対象者　土地・家屋の納税者及び当該納税者の
代理人として委任状を提示した人。借地・借家の権
利が発生する土地・家屋の借地人・借家人。

○持参するもの　納税者：納税通知書または運転免許
証等、本人の確認
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①妊娠が分かったら、「母子手帳」の交付
健康づくり課（総合福祉センター内）

茨城県内の医療機関

「健康保険証」と「妊産婦医療福祉費受給者証」を 
医療機関へ提示。

医療保険自己負担分（３割）をいったん医療 
機関へ支払い、その領収書を持参して市へ 
申請。

茨城県外の医療機関

②「妊産婦医療福祉費受給者証」の申請・交付
保険医療課（総合福祉センター内）

【県の助成対象】
・産婦人科で受診する場合
・妊娠の継続と安全な出産のため、他診療科等の検 
　査、診断、治療を要すると産婦人科医療機関から 
　紹介があり、その医療機関へ受診する場合

【市単独事業として助成】
産婦人科以外の医療機関で受診する場合
(※左記のように産婦人科医療機関から紹介がある 
　場合をのぞく)
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人口と世帯人口と世帯
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��３０，８９９人（＋４人）
���������	
����
���������������

納期限５月31日（火）
口座振替は５月25日（水）４月の納税 ○固定資産税・都市計画税（第１期）

　※納税通知書は５月２日に発送する予定です。
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４月

2
0
1
1

N
o
.6
1
4
４

�
�

出生数　２２人（＋９） 死亡数　１４人（－２６）
転　入　５４人（－１９） 転　出　５８人（＋１４）

��

��１１，９５７世帯（＋１１世帯）

バーコードリーダー付き
の携帯電話で読み取ると
簡単にアクセスできます。

※人口は平成１７年国勢調査を基準に
算出しています。

５月
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行政相談

心配ごと相談（予約制）
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家庭児童相談（予約制）

消費生活関連の相談
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